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(57)【要約】
【課題】ケーブルを下方から配線口に挿通する作業が必
要がなく、かつ、配線口のスペースを十分に確保できる
構造とすることで、配線の作業性を向上させることがで
きる電気機器収納用箱を提供することである。
【解決手段】筐体１内の内部機器に接続されるケーブル
を挿通する配線口５を、この筐体１内の底板３に形成し
た電気機器収納用箱であって、底板３は筐体１より着脱
自在とし、前記配線口５は、前記底板３の外縁部に形成
した切欠部６からなるものとした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体内の内部機器に接続されるケーブルを挿通する配線口を、
　該筐体内の底板に形成した電気機器収納用箱であって、
　前記底板は前記筐体より着脱自在とし、
　前記配線口は、前記底板の外縁部に形成した切欠部からなることを特徴とする電気機器
収納用箱。
【請求項２】
　前記底板を分割構造とし、
　前記切欠部を、
　この底板を構成する分割板の少なくとも一方に形成した
　ことを特徴とする請求項１記載の電気機器収納用箱。
【請求項３】
　前記切欠部を、
　内部機器を固定するマウントレールの位置に対応した筐体の側面側であって
　分割板の双方に形成
　したことを特徴とする請求項２記載の電気機器収納用箱。
【請求項４】
　前記底板を分割構造とし、
　この底板を構成する分割板の何れかを、
　水平方向にスライド自在として、
　このスライド自在とした分割板のスライド方向の外縁部に、
　前記切欠部を形成したことを特徴とする請求項１記載の電気機器収納用箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気機器収納用箱に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電気機器収納用箱をデータセンター等のサーバルームに設置する際には、筐体内の空調
効率を高めるため、もしくは防塵のために、特許文献１のように、筐体の下面を被覆する
底板が設けられる。この底板には、床下より引き出され、筐体内に配置された内部機器に
接続される電源ケーブルや通信ケーブルを挿通する配線口が中央部付近に形成されている
。
【０００３】
　そのため、内部機器に接続するケーブルを配線口から筐体内に引き込む際に、ケーブル
を下方から配線口に挿通する作業が必要であり、手間がかかっていた。特に、内部機器の
増設や入れ替えによって追加ケーブルを筐体内に引き込む際、既に配線されているケーブ
ルにより配線口が狭くなり、スムーズに作業を行うことができなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－１９６８９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は前記した従来の問題点を解決し、ケーブルを下方から配線口に挿通する
作業が必要なく、かつ、作業時の配線口のスペースを十分に確保できる構造とすることで
、配線の作業性を向上させることができる電気機器収納用箱を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記課題を解決するためになされた本発明は、筐体内の内部機器に接続されるケーブル
を挿通する配線口を、該筐体内の底板に形成した電気機器収納用箱であって、前記底板は
前記筐体より着脱自在とし、前記配線口は、前記底板の外縁部に形成した切欠部からなる
ことを特徴とするものである。
【０００７】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の電気機器収納用箱において、前記底板を分割構
造とし、前記切欠部を、この底板を構成する分割板の少なくとも一方に形成したことを特
徴とするものである。
【０００８】
　請求項３記載の発明は、請求項２記載の電気機器収納用箱において、前記切欠部を、内
部機器を固定するマウントレールの位置に対応した筐体の側面側であって、分割板の双方
に形成したことを特徴とするものである。
【０００９】
　請求項４記載の発明は、請求項１記載の電気機器収納用箱において、前記底板を分割構
造とし、この底板を構成する分割板の何れかを、水平方向にスライド自在として、このス
ライド自在とした分割板のスライド方向の外縁部に、前記切欠部を形成したことを特徴と
するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る電気機器収納用箱は、底板は筐体より着脱自在とし、配線口は、底板の外
縁部に形成した切欠部からなるものとした。これにより、底板の取付け時に、ケーブルを
切欠部内に位置させることで配線口から筐体内に引き込むことができるので、配線の作業
性を向上させることができる。
【００１１】
　請求項２に係る発明は、底板を分割構造とし、切欠部を、この底板を構成する分割板の
少なくとも一方に形成するものとした。これにより、配線口の作業スペース確保の為に、
筐体の下面全体を開口しなくても必要最小限な部分のみ開口することができる。
【００１２】
　請求項３に係る発明は、切欠部を、内部機器を固定するマウントレールの位置に対応し
た筐体の側面側であって、分割板の双方に形成するものとした。これにより、容易にマウ
ントレール２にケーブルを這わせることができる。
【００１３】
　請求項４に係る発明は、底板を分割構造とし、この底板を構成する分割板の何れかを、
水平方向にスライド自在として、このスライド自在とした分割板のスライド方向の外縁部
に、切欠部を形成するものとした。このような構成とすれば、底板をスライドさせること
で筐体の下面が開口されることとなり、容易に配線の変更を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１の実施形態を示す全体斜視図である。
【図２】第１の実施形態の要部を示す斜視図である。
【図３】図２の一方の底板を取外した状態を示す斜視図である。
【図４】第２の実施形態の要部を示す斜視図である。
【図５】図４の一方の底板をスライドさせた状態を示す斜視図である。
【図６】その他の実施形態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に本発明の好ましい第１の実施形態を示す。なお、前後、左右、上下とは、図１に
示す方向を各々指すものとする。
　図１に示す電気機器収納用箱は、筐体１と、その内部に収納された図示しない内部機器
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とを備えている。内部機器は、筐体１内部の略中央部に設けられたマウントレール２に設
置される。これにより、筐体１内の中央部は内部機器の設置スペースとなり、筐体１内の
背面側と両側面側と前面側は、図示しないケーブルを内部機器に接続する配線スペースと
なる。
【００１６】
　図２に示すように、筐体１内の空調効率を高めるため、もしくは防塵のために、筐体１
の下面を被覆する着脱自在な底板３が設けられている。底板３には、床下より引き出され
、内部機器に接続されるケーブルを筐体１内に引き込む配線口５が形成されている。この
配線口５は、底板３の外縁部に形成した切欠部６からなるものであり、またこの切欠部６
は、マウントレール２の位置に対応した筐体１の両側面側に形成されるものとした。なお
、切欠部６は、筐体１の一方の側面側のみに形成しても良く、また筐体１の背面側や前面
側に形成することもできる。底板３は、底部フレーム７に対して固定ネジ８によりネジ止
めされることで、着脱自在に取付けられている。また、切欠部６が形成された側の外縁部
は、底部フレーム７に当接している。さらに、底板３は左右に２分割されるものとし、分
割された分割板４ａ、４ｂの双方に切欠部６を形成するものとした。
【００１７】
　以上のような構成により、内部機器に接続するケーブルを床下から筐体１内に引き込む
際に、一方の分割板（４ａまたは４ｂ）、または双方の分割板（４ａ及び４ｂ）を取り外
して筐体１の下面の開口からケーブルを筐体１内に引き込み、底板３の取付け時に、ケー
ブルを側方向から切欠部６内に位置させることで配線口５から筐体1内に引き込むことが
できるので、ケーブルを下方から配線口５に挿通する作業が不要となり、配線の作業性を
向上させることができる。また、内部機器の増設や入れ替えによって追加ケーブルを筐体
内に引き込む際、既に配線されているケーブルを外すことなく、一方の分割板（４ａまた
は４ｂ）、または双方の分割板（４ａ及び４ｂ）を取り外して筐体１の下面を開口させる
ことができ、配線口５のスペースを十分に確保することができる。さらに、切欠部６は底
板３の外縁部に形成されているため、配線口５に挿通されたケーブルを湾曲させることな
く、筐体１の側面側もしくは背面側もしくは前面側から内部機器へと接続することができ
る。これにより、配線の作業性が向上するとともに、筐体１の内部空間を圧迫することも
なくなる。また、切欠部６をマウントレール２の位置に対応した筐体１の両側面側に形成
することで、容易にマウントレール２にケーブルを這わせることができる。さらに、切欠
部６は底板３の外縁部であれば任意の箇所に形成することができるため、様々な配線環境
に対応することができる。さらに、底板３を分割構造としたことにより、配線口の作業ス
ペース確保の為に、筐体１の下面全体を開口しなくても必要最小限な部分のみ開口するこ
とができる。
【００１８】
　前述のように分割板４ａ、４ｂの双方に切欠部６を形成することにより、ケーブルの系
統毎に、異なる切欠部６に挿通させることができる。そのため、配線の変更時には図３の
ように固定ネジ８を取外し、系統毎に分割板４ａ、４ｂを着脱するものとすれば、系統間
でケーブルが混ざることを防止することができる。なお、配線が1系統のみの場合は、分
割板４ａ、４ｂの一方のみに切欠部６を形成してもよい。
【００１９】
　図４及び図５には、第２の実施形態を示す。この実施形態においては、底板３を前後に
２分割して、後側の分割板４ｃと前側の分割板４ｄにより底板３を構成するものとした。
後側の分割板４ｃは、筐体１内における底板３の配置高さで、水平方向にスライド自在と
している。より詳細には、図示しないネジ孔が形成された後側の分割板４ｃと、長孔９が
形成された前側の分割板４ｄとを、一部重複するように配置した上で、スライドネジ１０
を長孔９に挿通させて、前記ネジ孔に取付けるものとした。また、双方の分割板４ｃ、４
ｄの端部には図５のように切欠孔１１が形成されており、この切欠孔１１に固定ネジ８を
挿通して、分割板４ｃ、４ｄを底部フレーム７に固定するものとした。そして、スライド
自在とした後側の分割板４ｃのスライド方向の外縁部に切欠部６を形成するものとし、ま
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このような構成により、固定ネジ８を緩めることで後側の分割板４ｃを前後方向にスライ
ドさせることが可能となり、後側の分割板４ｃを図５のようにスライドさせれば、筐体１
の下面が開口されることとなる。さらに、開口からケーブルを筐体１内に引き込み、分割
板４ｃをスライドして取付ける時に、ケーブルを側方向から切欠部６内に位置させること
で配線口５から筐体1内に引き込むことができるので、配線の作業性を向上させることが
できる。さらに、スライド構造とすることにより容易に筐体１の下面が開口でき、配線の
変更を行うことが可能となる。
【００２０】
　なお、図４のように、前側の分割板４ｄは、後側の分割板４ｃに対して一部重複するよ
うに上方に重ねて配置されている。この分割板４ｄの端部には、垂直方向に延びる折曲辺
１２を形成し、さらにこの折曲辺１２から筐体１の外側方向に延びる支持辺１３を形成す
るものとした。そして、支持辺１３を底部フレーム７に係止することで、分割板４ｃ、４
ｄが底部フレーム７により支持されることとなり、底板３の略中央部の撓みを防止できる
ものとした。上記したように、本発明では筐体より着脱自在とした底板には、スライド自
在とする構造も含むものとする。
【００２１】
　その他の実施形態として図６に示すように、底板３を１枚の板材により構成するものと
し、筐体１の背面側の外縁部に切欠部６を形成することにより、配線口５を構成するもの
としても良い。なお、この切欠部６は、筐体１の両側面側、もしくは一方の側面側、もし
くは前面側に形成することもできる。このような構成によっても、ケーブルを側方向から
切欠部６に位置させることで配線口５から筐体1内に引き込むことができるので、ケーブ
ルを下方から配線口５に挿通する作業が不要となるとともに、配線口５のスペースを十分
に確保することができるので、配線の作業性を向上させることができる。
【符号の説明】
【００２２】
１　筐体
２　マウントレール
３　底板
４　分割板
５　配線口
６　切欠部
７　底部フレーム
８　固定ネジ
９　長孔
１０　スライドネジ
１１　切欠孔
１２　折曲辺
１３　支持辺
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